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・第１子が生まれた 

・市外から転入してきた 

・公務員でなくなった（退職した） 

・所得上限額以下の所得となった（令和４年６月以降） 

・第２子以降の児童が生まれた 

・児童が死亡した 

（ただし、ほかに支給対象児童が残っている） 

・里親や児童福祉施設等へ児童を入所させた 

（ただし、ほかに支給対象児童が残っている） 

・生計を同じくしなくなった 

・児童が国外に転出した（留学除く） 

（ただし、ほかに支給対象児童が残っている） 

・受給者が市外へ転出する（配偶者、児童は対象外） 

・受給者が公務員となった（配偶者、児童は対象外） 

・児童が死亡し、支給対象児童がいなくなった 

・里親や児童福祉施設等へ児童を入所させた結果、支給 

対象児童がいなくなった 

・離婚したため、受給者を変更したい 

・受給者を変更したい（離婚調停中、DV 被害等） 

・受給者が死亡した（受給者を変更したい） 

① 認定請求書 

施設（里親含む）は、様

式が異なります。 

② 額改定認定請求書 

（額改定届） 

施設（里親含む）は、様

式が異なります。 

③ 受給事由消滅届 

施設（里親含む）は、様

式が異なります。 

④現在の受給者の 

受給事由消滅届又は 

額改定認定請求書 

（額改定届） 

と 

新しく受給者となる方の 

認定請求書 

・振込先口座を変更したい ⑤ 金融機関変更届 

・市外在住の配偶者又は児童の氏名や住所を変更した 
⑥ 氏名・住所変更届 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 


